
農協監査・事業利用実態調査
【６２（７５）百万円】

対策のポイント

農協等が監査費用負担低減対策を実践する上での課題等に関する調査や、

農協の准組合員の事業利用規制の在り方に関する実態調査を行います。

＜背景／課題＞

・農業協同組合法の平成27年改正法において、政府は、会計監査人監査への移行に関

し、農協等の実質的な負担が増加することがないよう配慮することとされています。

・また、この改正法において、政府は、５年間調査を行った上で、准組合員の事業利

用に関する規制の在り方について、検討を加え、結論を得ることとされています。

政策目標

○農協等の公認会計士監査制度への円滑な移行

○准組合員の組合の事業利用に関する規制の在り方について、検討し結論を

得ること

＜主な内容＞

１．農協等の監査費用負担低減対策に関する調査 ５０（６１）百万円

平成29年度までの調査で明らかとなった、公認会計士監査へ移行した場合の費

用負担低減対策を農協が実践する上での課題と取組方向を明らかにします。

委託費

委託先：民間団体等

２．准組合員の事業利用規制の在り方に関する調査 １２（１５）百万円

准組合員の事業利用規制の在り方に関する実態調査を行います。

委託費

委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：経営局協同組織課 （０３－６７４４－２１６４）］

［平成30年度予算の概要］


